
１．策定までのスケジュール、各審議会等の役割

◆ 計画の審議及び答申は、保健医療福祉総合審議会で行います。

◆ その他の会議では、関係機関から意見を聴取します。
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２．「発達上支援を必要とする子どもの支援」一覧 と 「計画の目標」との関係

就学前 小学校 中学校 高校

1 大阪府母子保健事業 慢性疾患や身体障害児への支援

2 箕面市母子保健事業
乳幼児健診等を通じた疾病や障害の早期
発見、支援

3 早期療育の総合相談 療育に関する総合相談

4 早期療育事業推進会議
関係機関連絡調整
療育の場の検討

5 ★児童発達支援事業所あいあい園
児童福祉法に基づく児童発達支援事
業（就学前の子どもの療育）を実施

6 ★発達相談（個別相談、訪問支援）
発達検査等による子どもの状態把握、
保護者支援
保育所（園）、幼稚園への訪問支援

7 ★民間の児童発達支援事業所
児童福祉法に基づく児童発達支援事
業（就学前の子どもの療育）を実施
市内１３事業所が実施

8 保育所（園）における支援保育
障害のある児童や発達上支援を要する児
童が他の児童と保育所（園）で共に過ごし
共に成長するための支援

9 幼稚園等における支援教育
障害のある児童や発達上支援を要する児
童が他の児童と幼稚園等で共に過ごし共
に成長するための支援

10 学童保育における支援
障害のある児童生徒や発達上支援を要す
る児童生徒が他の児童生徒と学童保育で
共に過ごし共に成長するための支援

11 小学校、中学校における支援教育
障害のある児童生徒や発達上支援を要す
る児童生徒が他の児童生徒と小中学校で
共に過ごし共に成長するための支援

12 支援学校における教育 支援学校において実施される教育

13 ★民間の放課後等デイサービス事業所

児童福祉法に基づく放課後等デイサー
ビス事業（就学児の子どもの療育）を実
施
市内２０事業所が実施

14 ★機能訓練（相談、訪問指導、医療）
機能訓練（理学療法、作業療法、言語
療法）の実施、訪問指導、相談助言

15
児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児相談
支援の支給決定等

児童福祉法に基づく療育（児童発達支
援、放課後等デイサービス等）を受ける
こと、サービス利用のプランを作成して
もらうことに関する利用申請、決定

事業概要


